
一般社団法人 青森県損害保険代理業協会 主催

説明不足で契約者や保険会社から損害賠償を請求されたら・・・・

=＝当会員以外の方もご参加いただけます！＝＝

想定支払例：高額支払

想定支払例：約200万円

　　　　　　　　　　　　　 むつ市柳町1-10-25　　☎0175-22-9161

青森県代協では、保険業務に起因する契約者からの損害賠償請求に備えるため、多く
の会員が、「代理店賠責　日本代協新プラン」に加入いただいております。その事故
原因など具体的事例から、生きた教訓を学び、日常業務の改善などに役立つ説明会を
下記の通り開催いたします。非常に参考になるセミナーですので、この機会に是非ご
参加ください。

【日　時】　　2024年2月15日（木）　15時00分～16時30分
【会　場】　　①青森会場：アピオあおもり　2F 小研修室3

　　　　　　　　　　　　　 青森市中央3-17-1　　☎017-732-1010

　　　　　　　②八戸会場：YSアリーナ八戸　1F 多目的室

　　　　　　　　　　　　　 八戸市大字売市字興遊下3　　☎0178-43-9544

　　　　　　　③弘前会場：弘前市総合学習センター　4F 第2・第3研修室

　　　　　　　　　　　　　 弘前市大字末広4-10-1　　☎0172-26-4800

　　　　　　　④むつ会場：まさかりプラザ 　3F 会議室

　　　　　　　※お申込み時に、上記①～④をご選択ください。

【講　師】　　日本代協新プラン委託講師

　　　　　　　杉山　幹久　氏（元Chubb損害保険株式会社　営業開発本部長）

【受講料】　　無　料

【申込み】　　＜FAX＞または＜専用フォーム＞にて2月7日までにお申込みください。

　　　　　　　お申込みは本紙の裏面へお進みください↓

【そんぽ ADR】に持ち込まれた事案で、申立人と保険会社とで和解が成立し
たが、 保険会社から代理店に求償が行われ、結果的に支払いとなったもの。

「重要事項説明誤り」でも「事務手続きミス」でもなく、保険会社が契約者
に対し支払った保険金を「保険会社の引き受け方針に反した契約締結を行っ
た」として、代理店に高額が求償されたが、和解で解決し、支払いとなった
もの。

ケース１ 

2023年度 参加無料セミナーのご案内 

代理店（保険募集人）賠償責任保険 WEBセミナー 

ケース2 

★本セミナーは、講師と4会場（青森・八戸・弘前・むつ）をオンラインで繋いで実施します。 

 ご参加者は、お近くの各会場へお集まりいただきオンライン受講いただきます。 



FAX番号：017-781-6373
1. 参加会場をお知らせください

□　青森会場 □　八戸会場 □　弘前会場 □　むつ会場

2. 該当するものを下記からお選びください

□　青森県代協会員 □　代協未加入代理店 □　保険会社社員

3. 御社名：

4. 参加人数：　　　　　名

5. 参加者名：

6. 電話番号：

下記のURL、または右記のQRコードからフォームへアクセスしてください。

https://forms.office.com/r/DkkLD2C99P

【個人情報の取扱いについて】

　＜お問合せ先＞　一般社団法人 青森県損害保険代理業協会

　〒038-0014　青森県青森市西滝 3-12-15-101

 　MAIL： aomorikendaikyo@snow.ocn.ne.jp  　T E L： 017-718-7115

本セミナーへの参加申込みのために取得する個人情報は、セミナーに関するご案内、ご連
絡、セミナーの参加登録および当代協からの情報 提供のために利用し、お申込みいただいた
情報を第三者に提供することはございません。本紙の内容や、セミナーに関するお問い合わ
せは、 下記の青森県代協事務局にお願いします。

2023年度 青森県代協 『代理店賠責セミナー』 参加申込み

FAXでの参加申込み

 万一の場合に備えて保険の重要性を伝える仕事をしている代理店自身が、 損害賠
償請求への備えをしなくてよいのでしょうか！？ 一般のビジネス保険では、賠償請
求に対応できません。 代協会員は、リーズナブルな保険料で “ 代理店と募集人を守
る ” ための団体保険、代理店賠責『日本代協新プラン』に加入できます。

 （保険料例）募集人３人で年間保険料 14,000円　　※引き受け保険会社：Chubb損害保険(株)

～代協会員はリーズナブルな保険料で 「代理店賠償責任保険」に加入できます～

専用フォームでの参加申込み

申込み締切り：2月7日 


